
 

 
平成３１年度 

 

 

 

 

監監    査査    計計    画画  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒 田 市 監 査 委 員



 

 



 

 

1 

 

Ⅰ 実施方針 

本市を取り巻く社会経済情勢は刻々と変化しており、特に人口減少・少子高齢社会の

急激な進行は、本市の教育、福祉、産業等さまざまな分野に大きな影響を与えている。

税収の減少や社会保障費の増加、普通交付税の段階的縮減、多額の財源不足から基金を

大幅に取り崩すなど、今後も厳しい財政状況が続くものと見込まれている。 

こうした状況の中で、新総合計画を着実に推進するため、今後も財源の確保を図って

いくと同時に、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、計画的かつ効率的な執行に努める

必要がある。 

監査に際しては、本市の現況を踏まえ、チェック機関としての監査委員の職責・役割

を十分認識しながら「市民の目線に立った監査を行う」ことを念頭に、税金の使われ方

が効率的・効果的かという視点で監査を実施していく。 

実施に当たっては、市の事務事業を上記の観点から点検するとともに、指摘等に対す

る改善状況を適切に把握し、内部統制の確立にも留意しながら、監査の実効性の確保を

図る。 

 

（１）市民目線に立った監査 

   市の事務事業について、合規性（ルールを守っているか）、正確性（計数に誤りはな

いか）のほか、経済性（ムダな経費をかけていないか）、効率性（業務全体が効率的に

運営されているか）及び有効性（目的にかなっているか）の観点を重視して、市民の

目線に立った監査を実施する。 

（２）改善につながる監査 

   個々の事務処理ミスなどの違法、不当の指摘にとどまらず、指摘型の監査から業務

の改善につながる提案型の監査を推進する。 

（３）リスクを考慮した監査 

   より効果的な監査を実施するため、これまでの監査結果なども踏まえ、事務処理ミ

スの発生頻度や外部への影響など重要度を考慮してリスクアプローチの観点から監査

に取り組む。 

 

Ⅱ 年間監査計画 

 １ 実施予定の監査等の種類、対象及び実施予定時期 

（１）例月出納検査（地方自治法第 235条の 2第 1項） 

   市の現金出納について、毎月期日を定めて検査するもの 

   ①検査対象 

一般・特別会計、企業会計（水道事業・下水道事業）、一部事務組合（酒田地区広

域行政組合、庄内広域行政組合）の前月執行分に係る出納を対象とする。 

なお、庄内広域行政組合の識見監査委員及び書記が 9月から鶴岡市に交代予定。 

   ②実施時期及び方法 
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    一般・特別会計は出納課、水道事業・下水道事業は管理課、酒田地区広域行政組

合、庄内広域行政組合は事務局及び出納課等の出席を求めて、原則、25日または 26

日に実施する。 

 

（２）決算審査（地方自治法第 233 条第 2 項、地方公営企業法第 30 条第 2 項）及び財

政の健全化に関する審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項

及び第 22条第 1項） 

市長から提出された決算書等に基づき、決算を審査するもの 

   ①審査対象 

一般・特別会計、企業会計（水道事業・下水道事業）、一部事務組合（酒田地区

広域行政組合、庄内広域行政組合）の決算書等を対象とする。 

   ②実施時期及び方法 

 令和元年 6月から 8月、市長から提出された決算書等に基づき、監査委員が必要

に応じ担当課からヒアリングする。 

 なお、企業会計（水道事業、下水道事業）については、5 月末日までに市長に決

算報告が行われるので、一般・特別会計より先に市長から決算審査付託される。 

 決算計数の正確性を検証するとともに、経営成績や財政状態について審査する。 

 

（３）定期監査（地方自治法第 199条第 4項） 

   市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するもの 

①監査対象 

原則として、市のすべての課及び一部事務組合（酒田地区広域行政組合）を対象

とする。 

②実施時期及び方法 

     令和元年8月から令和2年2月、担当課から提出された資料に基づき書類審査及び監

査委員がヒアリングする。 

 

（４）行政監査（地方自治法第 199条第 2項） 

   必要に応じて、市の事務の執行について監査するもの 

   ①監査対象及び実施時期 

監査のテーマ及び実施時期は、監査委員と協議のうえ、別に定める。 

   ②実施方法  

    複数の課に共通する事務の中から、全庁的、横断的に検証する必要があると判断

した事務等について、テーマを選定し、合規性、正確性の観点に加え、３Ｅ（経済

性、効率性、有効性）の観点を重視した監査を実施する。 

 

（５）財政援助団体等監査（地方自治法第 199条第 7項） 
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必要に応じて、市が補助金その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事

務の執行で、当該財政的援助に係るものなどを監査するもの 

   ①監査対象 

市が財政的援助を与えている団体等（出資団体、補助金等交付団体、指定管理者）

の中から、一定の基準に従い数団体を対象とする。 

   ②実施時期 

    平成 31年 4月～令和 2年 2月 

 

（６）随時監査（地方自治法第 199条第 5項） 

定期監査のほか、必要に応じて、市の財務に関する事務の執行等を監査するもの 

   ①監査対象及び実施時期 

監査対象及び実施時期は、監査委員と協議のうえ、別に定める。 

   ②実施方法 

    定期監査等で監査委員が特に関心を持った問題、市民からの要望や情報に基づく

問題、社会的に話題となった問題等について、必要に応じて監査する。 

 

 ２ 監査等の実施体制及び手続 

   事務分担等の実施体制及び監査等の手続については、監査等の対象ごとに「実施計

画」において別途定める。 

 

 ３ 監査結果の報告及び公表等（地方自治法第 199条第 9項） 

監査結果の報告は、市長、議長及び行政委員会に行い、酒田市公告式条例に基づき

公表する。当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた

旨の通知があった場合も同様とする。結果と措置は、市ホームページでも公表する。 
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Ⅲ 品質管理方針 

１ 基本方針 

   監査等が、酒田市監査基準、実施方針、年間計画及び実施計画等に適合し、適切に

実施されているかを評価する品質管理について、特に下記の点に留意して取り組む。 

（１）実施計画に定める監査等の事項及び着眼点を踏まえて、監査等が適切に                              

実施されているか。 

（２）指摘事項等に関して、実施した手続の内容及び監査等の証拠による裏付けは、

合理的かつ十分なものであるか。 

（３）監査結果報告等の記述は、市民にとってわかりやすいか。 

 

２ 基本手続  

基本方針を踏まえ、下記の手続により品質管理を行う。 

（１）日常的な品質管理  

  事務局職員は、担当する監査等の品質について、監査等記録などにより、日常的

に確認する。 

 職員を管理監督する事務局長は、所管する監査等を担当する職員が行った品質

管理の内容を確認する。 

  （２）定期的な品質管理 

   監査委員は、指摘事項等の案件や監査等対象の課等の監査等内容について、事

務局に監査記録などの提示と説明を求め、定期的に確認する。 


